
令和5年3月30日

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第１号 □法第60条第2項第２号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　　□有　□無

13 備　　　考

79歳以上の方を対象に長寿お祝いの記念品を送付し、88歳の方を
対象に長寿お祝い式典を実施するため。

個人情報ファイル簿

作成年月日(修正した場合にあっては、直近の修正年月日)

敬老の日記念事業に関する事務ファイル

池田町長

民生部　保険年金課　高齢福祉係

―

12 個人情報ファイルの種別

〈戸籍的事項〉
１．対象者氏名（ふりがな）　２．住所　３．生年月日
４．町丁名（自治会）、５．世帯主名
〈介護保険PC〉
１．被保険者給付実績台帳照会（介護サービス利用状況）
２．送付先（対象者に届かなかった場合）

池田町在住の79歳以上

池田町（情報政策等）または揖斐広域連合による情報提供

含む

池田町（情報政策等）、揖斐広域連合

10
開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地

（名　称）池田町民生部保険年金課

（所在地）〒503-2492
　　　　　岐阜県揖斐郡池田町六之井１４６８番地の１


